
 

 

 

 （会計年度独立の原則） 

  第４７条   各会計年度における支出は、その年度の収入をもってこれを支弁しなければなら 

         ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ 付則） 

  第５６条の規約を第４７条に変更し、認可の日から施行し、平成１５年４月１日から適用とす

  る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


